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提案理由 

国に対し、関西電力高浜発電所の再稼働を中止するよう強く求める。 

これが、本案を提出する理由である。 



関西電力高浜発電所の再稼働中止を求める意見書 

 

 関西電力は、高浜発電所３号機に続き４号機も再稼働しようとしている。昨

年８月、１０月の九州電力川内原子力発電所１号機・２号機の再稼働に追随す

るものである。 

 ５年前、東京電力福島第一原子力発電所は重大事故を引き起こし、今も汚染

水を防止できず、海への漏出が懸念されている。約１０万人の人たちが、いま

だ避難生活を余儀なくされ、祖先から受け継ぎ育んできた土地に帰る見通しが

立たず、帰還を断念し、やむなく土地を手放さざるを得ない状況である。国と

原発関連企業による「安全神話」がもたらした結果である。 

 福島第一原子力発電所の事故原因の究明も収束もさせられない中、「安全基

準に合格したなどとなぜ言えるのか」、「新たな安全神話だ」との指摘や疑問に、

国と原発関連企業は真剣に答えるべきである。 

 高浜発電所がある福井県若狭湾周辺には、大飯発電所や美浜発電所など合計

１５基の原子炉が集中している。大地震や大津波で、同時多発的な原発事故が

発生しない保証はない。そうした場合に起きる事態は想像を絶するものがある。

ところが、高浜発電所から３０キロメートル圏内にある京都府舞鶴市や綾部市、

滋賀県高島市などを含めた避難計画はなく、住民や地方自治体の安全を確保で

きないまま、原子力発電所が立地する福井県と高浜町のみの同意で再稼働する

ことは、断じて許されるものではない。 

 全ての原子力発電所が停止していた間でも電力不足による混乱はなく、原子

力発電に依存する必要性はない。「原発ゼロ」を決断し、危険な原子力発電所

の再稼働は断念して、再生可能エネルギーへの転換を目指すべきである。 

 よって、本市議会は国に対し、関西電力高浜発電所の再稼働を中止するよう

強く求めるものである。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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